
滋賀県公安委員会定例会議会議録 

 

第１ 日時 

   令和７年 12月 18日（木）午後１時 30分～午後３時 55分 
 

第２ 出席者 

 １ 公安委員会 

   北村委員長、上田委員、髙橋委員 

 ２ 県警察 

池内本部長、荒谷警務部長、山口生活安全部長、竹谷刑事部長、 

舩越交通部長、田中警備部長、古川首席監察官、中山警察学校長、 

吉栖情報通信部長 
 

第３ 議事の概要 

 １ 協議事項 

(1) 令和８年滋賀県警察運営重点目標の策定について 

荒谷警務部長等から、令和８年滋賀県警察運営重点目標の策定について説明 

があり、協議の上、原案のとおり決裁した。その際、髙橋委員から「各種ハラ 

スメント対策が視野に入っていることから、魅力ある働き方・職場づくりの推 

進が期待される。」、上田委員から「各部において時代に合わせたかたちで十 

分に練られており、この内容で推進されたい。」、北村委員長から「時代の流 

れに即した運営重点目標が設定されたので、これが達成されるよう努められた 

い。」旨の発言があった。 

(2) 船舶の航行に関する制限の指定の一部を改正する告示について 

山口生活安全部長から、船舶の航行に関する制限の指定の一部を改正する告 

   示について説明があり、協議の上、原案のとおり決裁した。その際、各委員か 

   ら「必要な改正であり、粛々と進められたい。」旨の発言があった。 

(3) 警察職員等の援助要求について 

  田中警備部長から、三重県公安委員会からの警察職員等の援助要求について 

説明があり、協議の上、原案のとおり決裁した。その際、上田委員から「寒さ 

の厳しい時期であり、派遣される職員の体調管理に配意されたい。」、髙橋委 

員及び北村委員長から「警戒を強め、適切に任務を遂行されたい。」旨の発言 

があった。 
 

２ 報告事項 

 (1) 令和７年 11月中における情報公開請求等の状況について 

警察から、令和７年 11 月中における情報公開請求等の状況について書面報 

  告があった。 



 (2) 令和７年 11月末の犯罪情勢について 

山口生活安全部長から、令和７年 11 月末の犯罪情勢について報告があっ 

た。その際、髙橋委員から「特殊詐欺等の被害者は高齢者だけではないので、 

現状を考慮した啓発を続けられたい。」、上田委員から「特殊詐欺等の被害を 

防止するためには、被害者の身近な人が制止することが大切であるので、引き 

続き、啓発されたい。」、北村委員長から「特殊詐欺等の被害は大きいが、抑 

止対策の啓発等を継続するしかないので、しっかりと推進されたい。」旨の発 

言があった。 

 (3) 令和７年 11月末の交通事故発生状況について 

 舩越交通部長から、令和７年 11 月末の交通事故発生状況について報告があ 

った。その際、髙橋委員から「高齢者の事故防止対策に関して、関係機関と連 

携することも重要である。」、上田委員から「痛ましい死亡事故が発生してい 

ることから、引き続き、啓発を推進されたい。」、北村委員長から「年間を通 

じて交通死亡事故が多発していることから、気を緩めることなく対策を進めら 

れたい。」旨の発言があった。 
 

第４ 個別報告・決裁関係 

１ 報告事項 

  警察活動の課題等について 

  監察官室から、警察活動の課題等について報告があった。 

２ 決裁関係 

(1) 運転免許行政処分について 

運転免許課から、運転免許取消対象事案等について、事案の内容並びに意見 

聴取及び聴聞の結果の報告を受け、協議の結果、11 件について行政処分を決 

定した。 

(2) 公安委員会に対する苦情の申出の受理について 

総務課から、公安委員会に対する苦情の申出の受理について報告があり、こ 

れを了承した。 

(3) 公文書一部公開決定処分に係る審査請求に伴う滋賀県公文書管理・情報公 

開・個人情報保護審議会への諮問について 

総務課から、公文書一部公開決定処分に伴う滋賀県公文書管理・情報公開・ 

個人情報保護審議会への諮問について説明があり、協議の上、原案のとおり決 

裁した。 

(4) 免許の更新処分に係る審査請求の審理経過調書及び裁決について 

総務課から、免許の更新処分に係る審査請求の審理経過調書について報告が 

あり、これを了承した。また、裁決について説明があり、協議の上、原案のと 

おり決裁した。 
 



(5) 運転免許取消処分に対する執行停止申立に対する決定について 

総務課から、運転免許取消処分に対する執行停止申立に対する決定について 

説明があり、協議の上、原案のとおり決裁した。 

(6) 信号機の設置について 

交通規制課から、信号機の設置について説明があり、協議の上、原案のとお 

り決裁した。 

(7) 行進及び集団示威運動許可申請取扱状況（11月）について 

  警備第二課から、行進及び集団示威運動許可申請取扱状況について報告があ 

り、これを了承した。 

 

 

このページについてのお問合せ 

滋賀県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室 

電話：０７７－５２２－１２３１ 

 

 


